
 

やまなし女性が変える未来の農業推進事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、女性農業者の活躍による農業の発展及び地域経済の活性化のため、担い

手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱（平成１２年４月１日付け１２構改Ｂ第３

５０号農林水産事務次官依命通知）及び女性が変える未来の農業推進事業実施要綱（平

成３０年３月３０日付け２９経営第３５５０号農林水産事務次官依命通知）に基づいて

実施するやまなし女性が変える未来の農業推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内

で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３

８年山梨県規則第２５号）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

                                                

（補助対象事業・補助対象経費等） 

第２条 この補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げる

ものとする。 

 （１）地域の女性農業者グループによる試作品の開発や先進事例の調査 

 （２）女性農業者グループが抱える課題の解決に向けた研修会の開催 

 （３）その他、地域の女性農業者グループの活動のうち知事が認める取組 

２ 事業実施主体、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請等） 

第３条 補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、交付申請書（様式第１号）を別

に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

２ 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、本補助金に係る消費税等仕入

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額に相当する額のうち、

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除で

きる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消

費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）が

あり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して交付申請しなければならな

い。ただし、申請時において本補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合

は、この限りでない。 

                                                     

（補助金の交付決定） 

第４条 知事は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に

応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付

決定を行い、交付決定通知書（様式第２号）により事業実施主体に通知するものとする。  

 

（補助金の交付条件） 

第５条 この補助金の交付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）事業実施主体は、補助事業の内容及び事業区分の相互間における経費の変更（別

表に定める軽微な変更を除く。）、中止又は廃止をしようとする場合は、あらか

じめ変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を提出して知事の承認を受け

なければならない。 

（２）事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助

事業等の遂行が困難となった場合においては、遅延届出書（様式第４号）を提出



 

して知事の指示を受けなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第６条 補助金は精算払とする。ただし、知事が必要と認めたときは、概算払により交付

することができるものとする。 

２ 事業実施主体は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払請求書（様

式第５号）を知事に提出するものとする。 

 

（状況報告） 

第７条 事業実施主体は、補助金交付決定に係る年度の１２月末日現在において、事業遂

行状況報告書（様式第６号）を作成し、翌月５日までに知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第８条 事業実施主体は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けた

ときは、実績報告書（様式第７号）により、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を

受けた日から起算して１箇月を経過した日又は交付決定をした年度の１月３１日のいず

れか早い期日までに知事に提出するものとする。 

２ 事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、本補助金に係る消費税等

仕入控除税額が明らかである場合は、これを補助金額から減額して報告しなければなら

ない。 

３ 事業実施主体は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税額

の申告により本補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額を仕

入れに係る消費税等相当額報告書（様式第８号）により速やかに知事に報告しなければ

ならない。 

４ 知事は、前項の報告があった場合には、本補助金に係る消費税等仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（補助金の額の確定） 

第９条 知事は、補助事業の完了又は廃止に係る実績報告書の提出を受けた場合において

は、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に

適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の

額を確定し、補助金額の確定通知書（様式第９号）により、事業実施主体に通知するも

のとする。 

 

（財産の管理等） 

第１０条 事業実施主体は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下

「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の

注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければな

らない。 

２ 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その



 

収入の全部又は一部を知事に納付させるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第１１条 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和３０年政令第２５５号）第１３条第４号の規定に基づく農林水産大臣が定めた機械及

び重要な器具は、１件当たりの取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び

器具とする。 

２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第２

２条に定める財産の処分を制限する期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和

３１年農林省令第１８号）第５条に規定する処分制限期間とする。 

３ 処分を制限された取得財産等については、前項の財産処分制限期間を経過するまでは、

知事の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、取り壊し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

４ 事業実施主体は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（様式第

１０号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

５ 知事は、前項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のうち

取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、取り壊し、譲渡し、交換し、貸し付

け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返

還させるものとする。 

 

（補助事業の着手） 

第１２条 補助事業の着手（導入しようとしている機械、機器等の発注を含む）は、原則

として当該補助事業に係る補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、補助事業の

効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、補助金の交付決定前に補助

事業に着手する場合には、事業実施主体はあらかじめ、交付決定前着手届（様式第１１

号）を知事に提出するものとする。 

 

（補助金の経理） 

第１３条 事業実施主体は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事

業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 事業実施主体は前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を

整備して前項の帳簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して

５年間整備保管しなければならない。 

３ 事業実施主体は、取得財産等について当該取得財産の処分制限期間中、前２項に規定

する帳簿等に加え、財産管理台帳（様式第１２号）その他関係書類を整備保管しなけれ

ばならない。 

４ 前３項に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書の

うち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは電磁的記録により整備及び

保管するものとする。 

 



 

 

（補助金の返還） 

第１４条 事業実施主体がこの補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関してこ

の補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件その他法令に違反したときは、この補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

２ 知事は、事業実施主体に交付すべき補助金の額の確定をした場合において、すでにそ

の額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければ

ならない。 

３ 第２項の場合において、返還期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、

その未納に係る期間に応じて年利１０.９５％の割合で計算した延滞金を徴するものと

する。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱で定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は知事が

定めるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年６月１７日から施行する。 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付決定された補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年６月９日から施行する。 



 

別 表  

 

※１事業実施主体は、５名以上の農業者（女性１名以上を含む）がグループに所属すること。 

農業者は、新規参入者、自営農業就農者(結婚を機に就農された方含む)、雇用就農者、アルバイト、

ボランティア等の農業関連事業を含む年間 30日以上従事の者とする。 

なお、ここで農業関連事業とは、農産物製造・加工、農畜産物の貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の

製造、農作業の受託の他、都市住民等の農作業体験施設の設置・運営や民宿業を含む。 

※２備品に類する消耗品（耐用年数が１年を超えると認められるもの）については、対象外とする。 

※３謝金の額については、原則として申請の際に設定した単価を用いることとし、その後の変更はでき

ないものとする。 

 

 

 

事業実施主体※１ 事業区分 補助対象経費 補助率 軽微な変更 

(１) 民間団体（民

間企業、財団法

人、社団法人、

協同組合、企業

組合、特定非営

利活動法人） 

(２) 協議会（女性

農業者グループ

等を含む） 

 

 

（１）地域の女性グル

ープによる女性の

視点を活かした新

商品開発に向けた

試作品の開発や先

進事例の調査 

（２）女性グループが

抱える問題（グル

ープの組織化、若

手メンバーの獲

得、効果的な情報

発信等）の解決に

向けた研修会の開

催 

・需用費※２ 

・旅費 

・謝金※３ 

・役務費 

・委託料 

・使用料及び賃借料 

・備品購入費（１件あた

り５万円以上の物品

購入） 

・その他知事が必要と認

めるもの 

 

定額 

 

 

１ 総事業費の３０％

以内を増減させる場

合 

 

２ 補助事業の目的の

達成に支障をきたさ

ない事業計画の細部

の変更であって、交

付決定を受けた補助

金の増額を伴わない

場合 


